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(57)【要約】
【課題】オプションの設定及び変更が容易な超音波診断
装置を提供する。
【解決手段】超音波診断装置の付加機能である複数のオ
プションの内、所定のオプションの情報が記録された記
憶媒体を格納する格納部５２１と、格納部５２１に格納
された記憶媒体からオプション情報を読み取る読み取り
部５２２と、読み取り部５２２により読み取られたオプ
ション情報に対応するオプションを有効にするオプショ
ン設定部５２４とを備え、オプション設定部５２４は、
読み取り部５２２により読み取られたオプション情報が
管理ファイル５４に登録されたオプション情報に含まれ
ているとき、読み取り部５２２により読み取られたオプ
ション情報のオプションを有効にし、管理ファイル５４
に登録されたオプション情報の内、読み取り部５２２に
より読み取り不可能であるオプション情報のオプション
を無効にする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体に対して超音波を走査し、この走査により得られた受信信号に基づいて画像デー
タを生成する超音波診断装置において、
前記超音波診断装置の付加機能である複数のオプションを保存する記憶手段と、
前記複数のオプションの内、所定のオプションの情報が記録された記憶媒体を格納する格
納手段と、
前記格納手段に格納された記憶媒体からオプション情報を読み取る読み取り手段と、
前記読み取り手段により読み取られたオプション情報に対応するオプションを前記記憶手
段から読み出して有効にするオプション設定手段とを
備えたことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　前記読み取り手段は、前記記憶媒体との無線交信により、前記記憶媒体に記録されたオ
プション情報を読み取ることを特徴とする請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記格納手段は、前記読み取り手段と前記記憶媒体の無線交信が外部に漏洩しないよう
に電磁波のシールド材により形成されていることを特徴とする請求項１に記載の超音波診
断装置。
【請求項４】
　前記読み取り手段を作動させるための操作が可能な読み取りスイッチと、
前記読み取りスイッチの入力操作に基づいて、前記読み取り手段により読み取られたオプ
ション情報を表示するモニタを有することを特徴とする請求項１に記載の超音波診断装置
。
【請求項５】
　前記格納手段に設けられた前記記憶媒体を収容する開閉可能な容器と、
この容器の開閉状態を検出する検出手段とを有し、
前記読み取り手段は、前記検出手段から出力される前記容器が開いている状態の開検出信
号から前記容器が閉じている状態の閉検出信号に切り替わる開閉検出信号に基づいて、前
記格納手段に格納された記憶媒体からオプション情報を読み取るようにしたことを特徴と
する請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記画像データを表示する表示手段、及び音を出力する出力手段とを有し、
前記検出手段からの前記開検出信号に基づいて、前記容器が開いていることを警告する警
告音を前記出力手段から出力する、又は前記容器が開いていることを警告する警告情報を
前記表示手段に表示するようにしたことを特徴とする請求項５に記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記複数のオプションの内、前記超音波診断装置に必須のオプション及び使用する可能
性があるオプションの情報を登録する登録手段を有し、
前記オプション設定手段は、前記読み取り手段により読み取られたオプション情報が前記
登録手段により登録されたオプション情報に含まれているとき、前記読み取り手段により
読み取られたオプション情報に対応するオプションを有効にするようにしたことを特徴と
する請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項８】
　前記読み取り手段により読み取られたオプション情報が前記登録手段により登録された
オプション情報に含まれていないとき、その未登録情報を出力する出力手段を有すること
を特徴とする請求項７に記載の超音波診断装置。
【請求項９】
　前記オプション設定手段は、前記登録手段により登録されたオプション情報の内、前記
読み取り手段により読み取り不可能であるオプション情報のオプションを無効にするよう
にしたことを特徴とする請求項７に記載の超音波診断装置。
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【請求項１０】
　前記登録手段によりオプション情報が登録される管理ファイルを有し、
前記読み取り手段により読み取られたオプション情報が前記登録手段により登録されたオ
プション情報に含まれているとき、前記読み取り手段により読み取られたオプション情報
が有効であることを前記管理ファイルに記録するようにしたことを特徴とする請求項７に
記載の超音波診断装置。
【請求項１１】
　前記登録手段により登録されたオプション情報の内、前記読み取り手段により読み取り
不可能であるオプション情報が無効であることを前記管理ファイルに記録するようにした
ことを特徴とする請求項１０に記載の超音波診断装置。
【請求項１２】
　前記画像データを表示する表示手段を有し、
前記管理ファイルを前記表示手段に表示するようにしたことを特徴とする請求項１０又は
請求項１１に記載の超音波診断装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波により被検体の体内を画像化し診断を行う超音波診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置は、生体内の情報を画像して表示する装置であり、Ｘ線画像診断装置や
Ｘ線ＣＴ装置などの装置に比べ、安価で安全で非侵襲的に実時間で観察できるための有用
な装置として利用されている。超音波診断装置は、心臓、脳血管、抹消血管等の循環器か
ら肝臓、腎臓などの腹部、産婦人科など広範囲に適用されている。
【０００３】
　超音波診断装置には、１台で多くの検査に対応している汎用の装置や、特定の検査に対
応している専用の装置があり、様々な機能を利用して診断が行われることが知られている
（例えば、特許文献１参照。）。そして、診断を行う上での基本的な機能に加えて、検査
を支援するための付加機能であるオプションを備えており、その最終的な構成は医療施設
のニーズと予算に応じて決定される。
【０００４】
　オプションの構成は医療施設毎に異なり、超音波診断装置の据付け後に必要に応じて設
定が可能なように高い独立性を備えている。このため、オプション毎にそのオプションの
アプリケーションソフト等が保存された光ディスク（ＣＤ）や光磁気ディスク（ＭＯ）等
の記憶メディアを用いてインストールが行われる。
【０００５】
　オプションのインストールには、装置を起動して記憶メディアから所定の手順に従い装
置のハードディスクに追加する方法や、固有のキーコードを記憶メディアから取得させて
予め内蔵されているオプションを有効にする方法があり、システム全体の品質確保の観点
から後者で行われることが多い。
【０００６】
　ところで、多くの医療施設でインターネットなどのインフラが十分に整備されていない
。また、超音波診断装置は、診断室からベッドサイドや治療室への可搬性に優れているの
でスタンドアローンで使用されることが多い。これらに対応可能なように超音波診断装置
では、記憶メディアを用いたインストール方法が必須となっている。従って、装置起動を
含めたインストールに時間を要し、作業手順に関する一連の知識を必要とするため、据付
け作業者によりインストールが行われる。
【特許文献１】特開２００２―１３６５１２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００７】
　しかしながら、１つの医療施設内で同機種の複数の超音波診断装置が検査目的に応じて
異なるオプションを有する場合に、検査の都合で装置間のオプションの入れ替えをしたく
とも据付け作業者がいないとすぐに対応できないという問題がある。また、入れ替えを行
うことができたとしても、対象装置のオプションを管理するための変更履歴の作成や、設
定したオプションの確認等を行う必要があり、作業に手間がかかる問題がある。
【０００８】
　本発明は、上記問題点を解決するためになされたもので、オプションの設定及び変更が
容易な超音波診断装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記問題を解決するために、本発明の超音波診断装置は、被検体に対して超音波を走査
し、この走査により得られた受信信号に基づいて画像データを生成する超音波診断装置に
おいて、前記超音波診断装置の付加機能である複数のオプションを保存する記憶手段と、
前記複数のオプションの内、所定のオプションの情報が記録された記憶媒体を格納する格
納手段と、前記格納手段に格納された記憶媒体からオプション情報を読み取る読み取り手
段と、前記読み取り手段により読み取られたオプション情報に対応するオプションを前記
記憶手段から読み出して有効にするオプション設定手段とを備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、付加機能であるオプションの情報が記録された記憶媒体を格納するこ
とにより、その記憶媒体からオプション情報を読み取り、読み取ったオプション情報に対
応するオプションを有効にすることができる。これにより、オプションの設定や変更を簡
単に迅速に行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　本発明の実施例を説明する。
【実施例】
【００１２】
　以下に、本発明による超音波診断装置の実施例を、図１乃至図１２を参照して説明する
。
【００１３】
　図１は、本発明による超音波診断装置の実施例の構成を示したブロック図である。この
超音波診断装置１００は、被検体Ｐに超音波の送受波を行なう超音波プローブ１と、超音
波プローブ１に対して超音波駆動信号の送信と反射信号の受信を行なう送受信部２と、送
受信部２によって得られた受信信号を処理してＢモード画像データ、ドプラモード画像デ
ータ等の画像データを生成する画像処理部３とを備えている。
【００１４】
　また、画像処理部３で生成された画像データを表示する表示部４と、超音波診断装置１
００の付加機能であるオプションを有効及び無効にするオプション部５と、各種コマンド
信号を入力する操作部６と、送受信部２、画像処理部３、表示部４、オプション部５、及
び操作部６の各ユニットを統括して制御するシステム制御部７とを備えている。
【００１５】
　超音波プローブ１は、被検体Ｐの体表面にその先端面を接触させ超音波の送受波を行な
うものであり、例えば一次元に配列された複数個の圧電振動子を有している。この圧電振
動子は、送波時には電気パルス（超音波駆動信号）を超音波パルス（送信超音波）に変換
し、また受波時には被検体Ｐからの超音波反射波（受信超音波）を電気信号（超音波受信
信号）に変換する機能を有している。
【００１６】
　送受信部２は、超音波プローブ１から送信超音波を発生させるための超音波駆動信号を
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生成する送信部２１と、超音波プローブ１の各圧電振動子から得られる複数チャンネルの
超音波受信信号に対して整相加算を行なう受信部２２とを備えている。
【００１７】
　送信部２１は、被検体Ｐに放射する超音波パルスの繰り返し周期（Ｔｒ）を決定するレ
ートパルスを発生させ、送信において所定の深さに超音波を集束するための集束用遅延時
間と所定の走査方向に超音波を送波するための偏向用遅延時間とを前記レートパルスに与
えた後、超音波プローブ１の各圧電振動子を駆動し、被検体Ｐに対して送信超音波を放射
するための超音波駆動パルスを生成して超音波プローブ１に出力する。
【００１８】
　受信部２２は、超音波プローブ１から出力された微小な超音波受信信号を増幅して十分
なＳ／Ｎを確保し、この超音波受信信号に対して所定の深さからの受信超音波を集束して
細い受信ビーム幅を得るための集束用遅延時間と超音波の受信指向性を設定するための偏
向用遅延時間とを与えた後、各圧電振動子からの超音波受信信号を整相加算して１つに纏
めて画像処理部３に出力する。
【００１９】
　画像処理部３は、送受信部２の受信部２２から出力された整相加算された信号からＢモ
ードデータを生成するＢモード処理部３１と、ドプラモードデータを生成するドプラモー
ド処理部３２と、Ｂモード処理部３１で生成されたＢモードデータやドプラモード処理部
３２で生成されたドプラモードデータなどを処理してＢモード画像データやドプラモード
画像データを生成する画像データ生成部３３とを備えている。
【００２０】
　Ｂモード処理部３１は、受信部２２から出力された整相加算された信号に対して包絡線
検波を行った後、対数変換する。そして、対数変換した信号をデジタル信号に変換してＢ
モードデータの生成を行い、画像データ生成部３３に出力する。
【００２１】
　ドプラモード処理部３２は、受信部２２から出力された整相加算された信号に対してド
プラ偏移周波数を検出しデジタル信号に変換した後、血流情報のみを抽出して、その抽出
したドプラ信号に対して自己相関処理を行う。そして、この自己相関処理結果に基づいて
血液の平均流速値、分散値などの血流情報を算出してドプラデータの生成を行い、画像デ
ータ生成部３３に出力する。
【００２２】
　画像データ生成部３３は、Ｂモード処理部３１から出力されるＢモードデータや、ドプ
ラモード処理部３２から出力されるドプラモードデータに対して画像表示のための走査変
換を行って、Ｂモード画像データやドプラモード画像データを生成して表示部４に出力す
る。
【００２３】
　表示部４は、変換回路、液晶パネル又はＣＲＴなどを備え、画像処理部３の画像データ
生成部３３から出力された画像データを内部の変換回路のＤ／Ａ変換とテレビフォーマッ
ト変換により映像信号に変換して液晶パネル又はＣＲＴに表示する。
【００２４】
　オプション部５は、超音波診断装置１００の付加機能であるすべてのオプション８（８
Ａ乃至８Ｎ）を保存する内部記憶部５１と、各オプション８Ａ乃至８Ｎの情報が記録され
た記憶媒体９（９Ａ乃至９Ｎ）等の管理を行うオプション管理部５２と、オプション８Ａ
乃至８Ｎの内の超音波診断装置１００に必須であるオプション及び使用する可能性がある
オプションの登録を行う登録部５３とを備えている。
【００２５】
　オプション８は、例えば心臓の拡張期や収縮期における容積を計測するアプリケーショ
ンソフト及びこのアプリケーションソフトを制御する制御プログラムを含むオプション８
Ａ、造影検査における造影剤の存在確率の高い領域が強調された高輝度の画像データを生
成して解析するためのＭＦＩ（Ｍｉｃｒｏ・Ｆｌｏｗ・Ｉｍａｇｉｎｇ）のアプリケーシ
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ョンソフト及びこのアプリケーションソフトを制御する制御プログラムを含むオプション
８Ｂ、及びその他様々な解析、計測、信号処理、画像処理等を行うアプリケーションソフ
ト及びこのアプリケーションソフトを制御する制御プログラムを含むオプション８Ｃ乃至
８Ｎにより構成される。
【００２６】
　記憶媒体９は、オプション管理部５２と無線交信が可能な例えばＩＣタグであり、各オ
プション８Ａ乃至８Ｎを識別するための情報（オプション識別情報）等が記録された各記
憶媒体９Ａ乃至９Ｎにより構成される。各記憶媒体９Ａ乃至９Ｎには、個々の記憶媒体の
識別が可能なように固有ＩＤも記録されている。そして、記憶媒体９Ａ乃至９Ｎの内、超
音波診断装置１００で使用されるオプションに対応する記憶媒体がオプション管理部５２
に格納される。このように、無線交信が記憶媒体９を用いることにより、インストール作
業における取り扱いが容易になる。
【００２７】
　操作部６は、操作パネル上に配置されたタッチスクリーン６１、各種スイッチ、トラッ
クボール、キーボード、マウス等の入力デバイスを備え、被検体ＰのＩＤ、氏名等の被検
体情報の設定操作、ゲイン、周波数、フォーカス等の送受信条件の設定操作、オプション
の登録操作等が上記入力デバイスを用いて行なわれる。
【００２８】
　また、光磁気ディスク、ＣＤ及びＤＶＤ等の光ディスク、ＵＳＢフラッシュメモリ等の
記憶メディアに記憶されたオプションの情報を読み込むリーダ、読み込んだオプション情
報を書き込むライタを備えている。
【００２９】
　更に、各オプション８Ａ乃至８Ｎを有効にすることにより、タッチスクリーン６１には
各オプション８Ａ乃至８Ｎに対応するアプリケーションソフトを実行させるための入力操
作が可能な入力デバイスが表示される。
【００３０】
　システム制御部７は、図示しないＣＰＵと記憶回路を備え、操作部６から供給される各
種入力デバイスからの入力情報を保存する。そして、これらの入力情報に基づいて送受信
部２、画像処理部３、表示部４、オプション部５、及び操作部６のタッチスクリーン６１
等の各ユニットの制御やシステム全体の制御を行なう。
【００３１】
　次に、図１及び図２を参照して、オプション部５の構成の詳細を説明する。図２は、オ
プション部５の構成の一部を示す図である。  
　図１のオプション部５の内部記憶部５１は、大容量メモリのハードディスク等を備え、
超音波診断装置１００及びこの超音波診断装置１００と同機種の装置の付加機能であるオ
プション８や、このオプション８の内の登録部５３によりオプションの情報が登録される
管理ファイル５４等を保存する。
【００３２】
　オプション管理部５２は、各記憶媒体９Ａ乃至９Ｎの格納が可能な格納部５２１と、こ
の格納部５２１内に格納された各記憶媒体９Ａ乃至９Ｎと無線交信して各記憶媒体９Ａ乃
至９Ｎに記録されたオプション識別情報や固有ＩＤ等のオプション情報を読み取る読み取
り部５２２と、読み取り部５２２で読み取られたオプション情報に基づいて、格納部５２
１に格納された各記憶媒体９Ａ乃至９Ｎに対応する各オプション９Ａ乃至９Ｎが有効であ
るか否かを判定する判定部５２３と、判定部５２３で有効又は無効と判定された各オプシ
ョン９Ａ乃至９Ｎを有効又は無効にするオプション設定部５２４とを備えている。
【００３３】
　また、格納部５２１の開閉状態を検出して、格納部５２１が開いているときの検出信号
である開検出信号及び閉じているときの検出信号である閉検出信号をシステム制御部７に
出力する検出部５２５と、読み取り部５２２を作動させる操作が可能な読み取りスイッチ
５２６と、判定部５２３で判定された判定結果や格納部５２１内に格納された各記憶媒体
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９Ａ乃至９Ｎのオプション情報等を出力する出力部５２７とを備えている。
【００３４】
　図２は、格納部５２１の構成及び配置の一例を示した図である。図２（ａ）は格納部５
２１が配置される位置を示し、図２（ｂ）は格納部５２１の構成を示した図である。この
格納部５２１は、超音波診断装置１００における正面側の正面カバー１０１に配置され、
各記憶媒体９Ａ乃至９Ｎを収容するための開口部５２８ｂを有する容器５２８及びこの容
器５２８の外面に取り付けられた錠５２８ａにより構成される。
【００３５】
　容器５２８は、矢印Ｒ１及びＲ２方向に開閉自在に正面カバー１０１に保持されている
。そして、Ｒ１方向に開かれたとき、正面カバー１０１に覆われていた容器５２８の開口
部５２８ｂが現れる。この開口部５２８ｂから各記憶媒体９Ａ乃至９Ｎを入れると容器５
２８内に格納される。
【００３６】
　また、Ｒ２方向に閉じたとき、容器５２８内に格納された各記憶媒体９Ａ乃至９Ｎが容
器５２８の内面及び開口部５２８ｂの上側の面を形成するシールド材により閉塞され、各
記憶媒体９Ａ乃至９Ｎと読み取り部５２２の交信による電波が外部に漏れて近隣の装置に
干渉するのを防いでいる。そして、Ｒ２方向に閉じた容器５２８を、錠５２８ａと対を成
す鍵で施錠することができるようになっている。
【００３７】
　なお、システム制御部７では、容器５２８が閉じられるときの操作（インストール操作
）により、検出部５２５から出力される開検出信号から閉検出信号に切り替わる開閉検出
信号に基づいて、オプション部５の制御を行う。
【００３８】
　図１の読み取り部５２２は、格納部５２１内に格納された各記憶媒体９Ａ乃至９Ｎと無
線交信するためのアンテナが格納部５２１の格納エリア内に配置される。そして、システ
ム制御部７からの指示に基づいて、格納部５２１内に格納された各記憶媒体９Ａ乃至９Ｎ
のオプション情報を読み取って判定部５２３に出力する。
【００３９】
　また、超音波診断装置１００の待機中に読み取りスイッチ５２６からの入力操作に基づ
いて、格納部５２１内の各記憶媒体９Ａ乃至９Ｎのオプション情報を読み取って、そのオ
プション識別情報を表示部４又は出力部５２７のモニタに表示出力する。
【００４０】
　更に、超音波診断装置１００への通電中に充電可能な充電池を備え、超音波診断装置１
００への電力の供給が停止しているときに、読み取りスイッチ５２６からの入力操作に基
づいて、格納部５２１内の記憶媒体のオプション情報を読み取り、そのオプション識別情
報を出力部５２７のモニタに表示出力する。
【００４１】
　判定部５２３は、内部記憶部５１に保存された管理ファイル５４に基づいて、読み取り
部５２２から出力されたオプション情報、及び格納部５２１内に各記憶媒体９Ａ乃至９Ｎ
が格納されていないため読み取り部５２２で読み取り不可能であるオプション情報を判定
する。そして、判定結果をオプション設定部５２４やシステム制御部７に出力する。
【００４２】
　ここで、超音波診断装置１００の据付け時などに行われる１回目のインストール操作に
応じて、オプション情報が管理ファイル５４に登録されているか否かを判定する。そして
、読み取り部５２２からのオプション情報が管理ファイル５４に登録されたオプション情
報の内のいずれかに一致する場合、読み取り部５２２からのオプション情報を有効である
と判定し、そのオプション情報が有効であることを管理ファイル５４に記録すると共に、
そのオプション情報をオプション設定部５２４に出力する。
【００４３】
　また、読み取り部５２２により読み取り不可能であるオプション情報が管理ファイル５
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４に登録されたオプション情報の内のいずれかに一致する場合、管理ファイル５４に登録
され、読み取り部５２２により読み取り不可能であるオプション情報を無効であると判定
し、そのオプション情報が無効であることを管理ファイル５４に記録する。
【００４４】
　更に、読み取り部５２２からのオプション情報が管理ファイル５４に登録されたすべて
のオプション情報に不一致である場合、読み取り部５２２からのオプション情報を未登録
であると判定し、そのオプション情報の未登録情報をシステム制御部７に出力する。シス
テム制御部７では、判定部５２３からの未登録情報を表示部４や出力部５２７に出力する
。表示部４には、例えば「登録されていないオプションの記憶媒体が格納されています」
等の未登録情報が表示される。
【００４５】
　据付け後に超音波診断装置１００の操作者等により行われる２回目以降のインストール
操作に応じて、読み取り部５２２から出力されたオプション情報、又は読み取り部５２２
で読み取り不可能であるオプション情報　が管理ファイル５４に有効であると記録された
オプション情報の内のいずれかに一致する場合、一致するオプション情報に対応するオプ
ションのインストール及びアンインストールを不必要と判定する。
【００４６】
　また、読み取り部５２２で読み取り不可能であるオプション情報が管理ファイル５４に
有効であると記録されているオプション情報の内のいずれかに一致する場合、管理ファイ
ル５４に有効であると記録され、読み取り部５２２で読み取り不可能であるオプション情
報を無効であると判定し、そのオプション情報が無効であることを管理ファイル５４に記
録すると共にそのオプション無効情報をオプション設定部５２４に出力する。
【００４７】
　更に、読み取り部５２２からのオプション情報が管理ファイル５４に無効であると記録
されているオプション情報の内のいずれかに一致する場合、読み取り部５２２からのオプ
ション情報を有効であると判定し、そのオプション情報が有効であることを管理ファイル
５４に記録すると共に、そのオプション情報をオプション設定部５２４に出力する。
【００４８】
　更にまた、読み取り部５２２からのオプション情報が管理ファイル５４に登録されたす
べてのオプション情報に不一致である場合、格納部５２１内の記憶媒体に対応するオプシ
ョンを未登録であると判定し、そのオプションの未登録情報をシステム制御部７に出力す
る。
【００４９】
　オプション設定部５２４は、判定部５２３からのオプション情報に対応するオプション
を有効にするインストールを行う。このインストールでは、そのオプションを内部記憶部
５１のオプション８の中から読み出し、読み出したオプションのアプリケーションソフト
の実行が可能な入力デバイスを操作部６のタッチスクリーン６１に表示させる。
【００５０】
　また、判定部５２３からのオプション無効情報に基づいて、そのオプションを無効にす
るアンインストールを行う。このアンインストールでは、そのオプションのアプリケーシ
ョンソフトの入力デバイスを操作部６のタッチスクリーン６１から削除させる。
【００５１】
　検出部５２５は、格納部５２１における容器５２８の開閉状態を検出して、その開検出
信号や閉検出信号をシステム制御部７に出力する。そして、インストール操作や操作部６
からの検査開始操作によりオプションのインストール中や検査中に検出部５２５から開検
出信号が出力されると、システム制御部７では、インストールや検査を停止させると共に
表示部４や出力部５２７にインストールや検査の停止情報を出力させる。表示部４には、
例えば「容器が開いているので停止します」等の停止情報が表示される。
【００５２】
　また、装置待機中に検出部５２５から開検出信号が出力されると、システム制御部７で
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は、表示部４や出力部５２７に警告情報を出力させる。表示部４には、例えば「容器が開
いています」等の警告情報が表示される。
【００５３】
　出力部５２７は、モニタやスピーカを備え、システム制御部７からの停止情報や警告情
報に基づいて、各情報に応じた例えば停止音や警告音をスピーカから出力する。また、シ
ステム制御部７からの未登録情報報に基づいて、例えば未登録であるオプション識別情報
をモニタに表示する。
【００５４】
　以下、図１乃至図１２を参照して、超音波診断装置１００の動作の一例を説明する。図
３は、医療施設ＨＰに設置される複数の超音波診断装置の構成を示す図である。図４及び
図５は、医療施設ＨＰの複数の超音波診断装置で同時に使用可能なオプションの組合せを
示す図である。図６は、オプションの登録及び１回目のインストール操作に応じた超音波
診断装置１００の動作を示すフローチャートである。
【００５５】
　また、図７は、オプションの登録後に表示部４に表示される管理ファイル５４の画面の
一例を示す図である。図８は、オプションのインストール後に表示部４に表示される管理
ファイル５４の画面の一例を示す図である。図９は、オプションのインストール後に有効
及び無効が記録された複数の超音波診断装置の管理ファイルの一例を示す図である。
【００５６】
　更に、図１０は、オプションにおける変更の操作に応じた超音波診断装置の動作を示す
フローチャートである。図１１は、オプションの変更後に表示部４に表示される管理ファ
イル５４の画面の一例を示す図である。図１２は、オプションの変更後に有効及び無効が
記録された複数の超音波診断装置の管理ファイルの一例を示す図である。
【００５７】
　図３において、医療施設ＨＰに、超音波診断装置１００と、この超音波診断装置１００
が設置される検査室とは別の例えば２つの検査室に超音波診断装置１００ａ,１００ｂと
の３台の装置が設置される。なお、超音波診断装置１００ａ，１００ｂは、超音波診断装
置１００と同様の構成であるので、その説明を省略するが、超音波診断装置１００ａ，１
００ｂについては超音波診断装置１００と同じものに同じ参照番号ａ，ｂと表示している
。
【００５８】
　医療施設ＨＰでは、超音波診断装置１００，１００ａ，１００ｂが設置される前に、オ
プション８Ａ乃至８Ｎの中から必須のオプションである例えば３種類のオプション８Ａ，
８Ｂ，８Ｃを決定する。そして、超音波診断装置１００には、例えばオプション８Ａ，８
Ｃを必須とする。また、超音波診断装置１００ａには、オプション８Ａ，８Ｂ，８Ｃを必
須とする。更に、超音波診断装置１００ｂには、オプション８Ｃを必須とする。
【００５９】
　また、オプション８Ａ，８Ｂ，８Ｃの中から、使用する可能性があるオプションを選択
する。超音波診断装置１００には例えばオプション８Ｂが必要になり、超音波診断装置１
００ｂには、例えばオプション８Ａ，８Ｂが必要になることがある。
【００６０】
　この場合、据付け作業者は、超音波診断装置１００，１００ａ，１００ｂを設置すると
きに、超音波診断装置１００に必須であるオプション８Ａ，８Ｃに対応する医療施設ＨＰ
向けの２個の記憶媒体９Ａ，９Ｃと、超音波診断装置１００ａに必須であるオプション８
Ａ，８Ｂ，８Ｃに対応する医療施設ＨＰ向けの３個の記憶媒体９Ａ，９Ｂ，９Ｃと、超音
波診断装置１００ｂに必須であるオプション８Ｃに対応する医療施設ＨＰ向けの１個の記
憶媒体９Ｃとの合計６個の各記憶媒体９Ａ，９Ｂ，９Ｃを準備する。そして、各超音波診
断装置１００，１００ａ，１００ｂに例えばオプション８Ａ，８Ｂ，８Ｃを登録し、更に
６個の各記憶媒体９Ａ，９Ｂ，９Ｃを超音波診断装置１００，１００ａ，１００ｂに分配
して格納する。
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【００６１】
　ここで、６個の各記憶媒体９Ａ，９Ｂ，９Ｃを利用して超音波診断装置１００，１００
ａ，１００ｂで同時に使用可能な各オプション８Ａ，８Ｂ，８Ｃの組合せを説明する。  
　図４及び図５は、医療施設ＨＰの３台の超音波診断装置１００，１００ａ，１００ｂで
同時に使用可能な各オプション８Ａ，８Ｂ，８Ｃの組合せを示す図である。  
　第１の組合せは各装置を据付けるときの組合せであり、超音波診断装置１００に必須の
記憶媒体９Ａ，９Ｃを格納する。また、超音波診断装置１００ａに必須の記憶媒体９Ａ，
９Ｂ，９Ｃを格納する。更に、超音波診断装置１００ｂに必須の記憶媒体９Ｃを格納する
。そして、各装置にオプションのインストール操作を行うことにより、超音波診断装置１
００ではオプション８Ａ，８Ｃが使用可能となる。また、超音波診断装置１００ａではオ
プション８Ａ，８Ｂ，８Ｃが使用可能となり、超音波診断装置１００ｂではオプション８
Ｃが使用可能となる。
【００６２】
　第２の組合せでは、第１の組合せで超音波診断装置１００ａに格納した記憶媒体９Ｂを
、必要に応じて超音波診断装置１００に移す。そして、超音波診断装置１００，１００ａ
にインストール操作を行うことにより、超音波診断装置１００ではオプション８Ａ，８Ｂ
，８Ｃが使用可能となる。また、超音波診断装置１００ａではオプション８Ａ，８Ｃが使
用可能となり、超音波診断装置１００ｂではオプション８Ｃが使用可能となる。
【００６３】
　第３の組合せでは、第１の組合せで超音波診断装置１００ａに格納した記憶媒体９Ｂを
、必要に応じて超音波診断装置１００ｂに移す。そして、超音波診断装置１００ａ，１０
０ｂにインストール操作を行うことにより、超音波診断装置１００ではオプション８Ａ，
８Ｃが使用可能となる。また、超音波診断装置１００ａではオプション８Ａ，８Ｃが使用
可能となり、超音波診断装置１００ｂではオプション８Ｂ，８Ｃが使用可能となる。
【００６４】
　第４の組合せでは、第１の組合せで超音波診断装置１００ａに格納した記憶媒体９Ａを
、必要に応じて超音波診断装置１００ｂに移す。そして、超音波診断装置１００ａ，１０
０ｂにインストール操作を行うことにより、超音波診断装置１００ではオプション８Ａ，
８Ｃが使用可能となる。また、超音波診断装置１００ａではオプション８Ｂ，８Ｃが使用
可能となり、超音波診断装置１００ｂではオプション８Ａ，８Ｃが使用可能となる。
【００６５】
　第５の組合せでは、第１の組合せで超音波診断装置１００に格納した記憶媒体９Ａを、
必要に応じて超音波診断装置１００ｂに移す。そして、超音波診断装置１００，１００ｂ
にインストール操作を行うことにより、超音波診断装置１００ではオプション８Ｃが使用
可能となる。また、超音波診断装置１００ａではオプション８Ａ，８Ｂ，８Ｃが使用可能
となり、超音波診断装置１００ｂではオプション８Ａ，８Ｃが使用可能となる。
【００６６】
　第６の組合せでは、第１の組合せで超音波診断装置１００に格納した記憶媒体９Ａ及び
超音波診断装置１００ａに格納した記憶媒体９Ｂを、必要に応じて超音波診断装置１００
ｂに移す。そして、超音波診断装置１００，１００ａ，１００ｂにインストール操作を行
うことにより、超音波診断装置１００ではオプション８Ｃが使用可能となる。また、超音
波診断装置１００ａではオプション８Ａ，８Ｃが使用可能となり、超音波診断装置１００
ｂではオプション８Ａ，８Ｂ，８Ｃが使用可能となる。
【００６７】
　第７の組合せでは、第１の組合せで超音波診断装置１００ａに格納した記憶媒体９Ａを
必要に応じて超音波診断装置１００ｂに移すと共に、超音波診断装置１００ａに格納した
記憶媒体９Ｂを必要に応じて超音波診断装置１００に移す。そして、超音波診断装置１０
０，１００ａ，１００ｂにインストール操作を行うことにより、超音波診断装置１００で
はオプション８Ａ，８Ｂ，８Ｃが使用可能となる。また、超音波診断装置１００ａではオ
プション８Ｃが使用可能となり、超音波診断装置１００ｂではオプション８Ａ，８Ｃが使
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用可能となる。
【００６８】
　第８の組合せでは、第１の組合せで超音波診断装置１００ａに格納した記憶媒体９Ａ，
９Ｂを、必要に応じて超音波診断装置１００ｂに移す。そして、超音波診断装置１００ａ
，１００ｂにインストール操作を行うことにより、超音波診断装置１００ではオプション
８Ａ，８Ｃが使用可能となる。また、超音波診断装置１００ａではオプション８Ｃが使用
可能となり、超音波診断装置１００ｂではオプション８Ａ，８Ｂ，８Ｃが使用可能となる
。
【００６９】
　第９の組合せでは、第１の組合せで超音波診断装置１００に格納した記憶媒体９Ａを必
要に応じて超音波診断装置１００ｂに移すと共に、超音波診断装置１００ａに格納した記
憶媒体９Ｂを超音波診断装置１００に移す。そして、超音波診断装置１００，１００ａ，
１００ｂにインストール操作を行うことにより、超音波診断装置１００ではオプション８
Ｂ，８Ｃが使用可能となる。また、超音波診断装置１００ａではオプション８Ａ，８Ｃが
使用可能となり、超音波診断装置１００ｂではオプション８Ａ，８Ｃが使用可能となる。
【００７０】
　このように、第１の組合せによるオプションのインストール後、必須以外のオプション
が必要になった場合、第２乃至第９の組合せの中からそのオプションの記憶媒体を必要と
していない装置から移すことにより、そのオプションを有効にすることができる。
【００７１】
　これにより、インストールに関する一連の手順を知らなくとも簡単な作業でオプション
の有効又は無効への変更を行うことができる。また、医療施設ＨＰにおける必須のオプシ
ョンをすべての超音波診断装置１００，１００ａ，１００ｂにインストールする必要がな
く、超音波診断装置１００，１００ａ，１００ｂに対する設備投資を低減して効率よく運
用することができる。
【００７２】
　次に、オプションの登録及びインストールにおける操作の手順、並びにこの操作に応じ
た超音波診断装置１００の動作を説明する。  
　図６は、オプションの登録及び１回目のインストール操作に応じた超音波診断装置１０
０の動作を示したフローチャートである。据付け作業者により医療施設ＨＰに設置された
後、電源を入れることにより超音波診断装置１００は動作を開始する（ステップＳ１）。
【００７３】
　据付け作業者は、超音波診断装置１００に必須のオプション８Ａ，８Ｃに対応する記憶
媒体９Ａ，９Ｃ、及び使用する可能性がある超音波診断装置１００ａに必須のオプション
８Ｂの記憶媒体９Ｂに記録されているオプション情報と同じ情報が記録された記憶メディ
アを用いてオプション情報の登録を行う。そして、その記憶メディアを操作部６のリーダ
に挿入してセキュリティ確保のための例えば暗証番号入力操作を含む登録操作を行うと、
入力された暗証番号が予め設定された暗証番号と一致したとき、リーダは前記記憶メディ
アからオプション情報を読み出す。操作部６のライタは、リーダによって読み出されたオ
プション情報をオプション部５における内部記憶部５１の管理ファイル５４内に書き込む
。この書き込みにより、超音波診断装置１００に必須の２個の記憶媒体９Ａ，９Ｃ及び使
用する可能性がある１個の記憶媒体９Ｂに対応するオプション情報が管理ファイル５４に
登録される（ステップＳ２）。
【００７４】
　このように、個々の記憶媒体に対応するオプション情報を登録しておくことにより、医
療施設ＨＰ以外の前記オプション情報が登録されることがない超音波診断装置では、医療
施設ＨＰ向けの記憶媒体９Ａ，９Ｂ，９Ｃを用いて、各オプション８Ａ，８Ｂ，８Ｃのイ
ンストールができないようになっている。
【００７５】
　そして、登録したオプション情報を確認するために操作部６から管理ファイル表示操作
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が行われると、表示部４に管理ファイル５４が表示される。
【００７６】
　図７は、オプションの登録後に表示部４に表示される管理ファイル５４の画面の一例を
示した図である。この画面４１に表示された管理ファイル５４は、登録されたオプション
情報の例えばオプション識別情報を表示する各ダイアログボックス５５Ａ乃至５５Ｎによ
り構成される「登録オプション」の欄と、「登録オプション」の欄に表示されたオプショ
ン情報が有効であることを表示する各ダイアログボックス５６Ａ乃至５６Ｎにより構成さ
れる「有効」の欄と、「登録オプション」の欄に表示されたオプション情報が無効である
ことを表示する各ダイアログボックス５７Ａ乃至５７Ｎにより構成される「無効」の欄と
により構成される。
【００７７】
　ここでは、「登録オプション」の欄のダイアログボックス５５Ａ内に記憶媒体９Ａに記
録されている例えばオプション識別情報である「Ｏｐｔｉｏｎ―Ａ」が表示され、ダイア
ログボックス５５Ｂ内に記憶媒体９Ｂに記録されているオプション識別情報である「Ｏｐ
ｔｉｏｎ―Ｂ」が表示される。また、ダイアログボックス５５Ｃ内に記憶媒体９Ｃに記録
されているオプション識別情報である「Ｏｐｔｉｏｎ―Ｃ」が表示され、ダイアログボッ
クス５５Ｄ乃至５５Ｎ内は空白になっている。更に、「有効」及び「無効」の欄のダイア
ログボックス５６Ａ乃至５６Ｎ及びダイアログボックス５７Ａ乃至５７Ｎ内は空白になっ
ている。
【００７８】
　このように、管理ファイル５４を表示部４に表示させることにより、登録されたオプシ
ョン情報を確認することができる。これにより、登録されたオプション情報のオプション
の管理を容易に行うことができる。
【００７９】
　次に、据付け作業者は、必須の記憶媒体９Ａ，９Ｃを、オプション部５のオプション管
理部５２における格納部５２１の容器５２８内に入れて閉じた後、錠５２８ａに鍵をかけ
る。オプション管理部５２の検出部５２５は、容器５２８の開閉状態を検出して、その検
出信号をシステム制御部７に出力する。システム制御部７は、検出部５２５から出力され
る開閉検出信号の時刻（開閉時刻）を保存する。
【００８０】
　容器５２８を閉じることによりインストール操作が行われると、システム制御部７は、
そのインストール操作が行われたときのインストール時刻を保存し、検出部５２５から出
力される検出信号に基づいてオプション部５を制御する。そして、検出部５２５からの検
出信号が閉検出信号である場合（図６のステップＳ３のはい）、読み取り部５２２は格納
部５２１内に格納されている記憶媒体のオプション情報を読み取って判定部５２３に出力
する（ステップＳ４）。
【００８１】
　また、検出部５２５からの検出信号が開検出信号である場合（図６のステップＳ３のい
いえ）、読み取り部５２２は読み取りを停止すると共に表示部４及び出力部５２７はイン
ストールの停止情報を出力する（図６のステップＳ５）。その後、ステップＳ３へ戻る。
【００８２】
　判定部５２３は、内部記憶部５１の管理ファイル５４に登録されたオプション情報に基
づいて、読み取り部５２２から出力されたオプション情報及び読み取り部５２２で読み取
り不可能なオプション情報を判定する。そして、読み取り部５２２からのオプション情報
が管理ファイル５４に登録されたすべてのオプション情報に不一致である場合（図６のス
テップＳ６のはい）、読み取り部５２２からのオプション情報を未登録であると判定し、
そのオプション未登録情報をシステム制御部７に出力する。システム制御部７は、判定部
５２３からのオプション未登録情報を表示部４及び出力部５２７に出力する（図６のステ
ップＳ７）。その後、ステップＳ１１へ移行する。
【００８３】
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　また、読み取り部５２２からのオプション情報、又は読み取り部５２２により読み取り
不可能であるオプション情報が管理ファイル５４に登録されたオプション情報の内のいず
れかに一致する場合（図６のステップＳ６のはい）、ステップＳ８及びステップＳ９へ移
行する。
【００８４】
　ステップＳ６の「はい」の後に、読み取り部５２２からのオプション情報が管理ファイ
ル５４に登録されたオプション情報の内のいずれかに一致する場合には、読み取り部５２
２からのオプション情報を有効であると判定し、そのオプション情報が有効であることを
管理ファイル５４に記録し、そのオプション情報をオプション設定部５２４に出力する（
図６のステップＳ８）。
【００８５】
　また、読み取り部５２２からのオプション情報、又は読み取り部５２２により読み取り
不可能であるオプション情報が管理ファイル５４に登録されたオプション情報の内のいず
れかに一致する場合には、管理ファイル５４に登録され、読み取り部５２２で読み取り不
可能であるオプション情報が無効であることを管理ファイル５４に記録する（図６のステ
ップＳ９）。その後、ステップＳ１１へ移行する。
【００８６】
　オプション設定部５２４は、判定部５２３からのオプション情報に対応するオプション
を内部記憶部５１のオプション８の中から読み出し、読み出したオプションのアプリケー
ションソフトを実行させる入力デバイスを操作部６のタッチスクリーン６１に表示可能に
する（図６のステップＳ１０）。
【００８７】
　ステップＳ７、又はステップＳ９，又はステップＳ１０の後に、システム制御部７がオ
プション部５の動作を終了させることにより、超音波診断装置１００は動作を終了する（
図６のステップＳ１１）。
【００８８】
　このように、無線で交信可能な記憶媒体９を格納部５２１の容器５２８に入れて閉じる
ことにより、オプションのインストールを行うことができる。これにより、取り扱いが容
易になり、インストール作業の負担を軽減することができる。また、予め登録されたオプ
ション情報に基づいて、そのオプション情報と同じ情報が記録された記憶媒体が格納され
たときにインストールを行うことができるので、オプションのインストールに関するセキ
ュリティを確保することができる。
【００８９】
　オプションのインストール終了後、読み取りスイッチ５２６の操作が行われると、読み
取り部５２２は格納部５２１内に格納されている記憶媒体のオプション情報を読み取って
出力部５２７のモニタに表示出力する。なお、超音波診断装置１００の電源が停止されて
いるときでも格納部５２１内における記憶媒体のオプション情報を確認することができる
。
【００９０】
　また、操作部６から管理ファイル表示操作が行われると、表示部４に管理ファイル５４
が表示される。
【００９１】
　図８は、オプションのインストール後に表示部４に表示される管理ファイル５４の画面
の一例を示した図である。この画面４２に表示される管理ファイル５４には、「登録オプ
ション」の欄の記憶媒体９Ａ，９Ｃのオプション情報が登録されたダイアログボックス５
５Ａ，５５Ｃに対応する「有効」の欄のダイアログボックス５６Ａ，５６Ｃ内にそのオプ
ション情報が有効であることを表す「レ」が表示される。
【００９２】
　また、「登録オプション」の欄の記憶媒体９Ｂのオプション情報が登録されたダイアロ
グボックス５５Ｂに対応する「無効」の欄のダイアログボックス５７Ｂ内にそのオプショ
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ン情報が無効であることを表す「レ」が表示される。
【００９３】
　更に、「登録オプション」の欄のオプション情報が登録されていないダイアログボック
ス５５Ｄ乃至５５Ｎに対応する「有効」及び「無効」の欄のダイアログボックス５６Ｃ乃
至５６Ｎ及びダイアログボックス５７Ｄ乃至５７Ｎ内は空白になっている。
【００９４】
　このように、読み取りスイッチ５２６の操作により、出力部５２７のモニタにオプショ
ン情報を表示させて有効になったオプション情報を確認することができる。また、管理フ
ァイル５４を表示部４に表示させることにより、登録されたオプション情報が有効である
か否かを確認することができる。これにより、オプションの管理を容易に行うことができ
る。
【００９５】
　なお、超音波診断装置１００と同様にして、超音波診断装置１００ａに必須の記憶媒体
９Ａ，９Ｂ，９Ｃのオプション情報と同じ情報が記録された記憶メディアを用いてオプシ
ョンの登録操作を行うことにより、記憶媒体９Ａ，９Ｂ，９Ｃのオプション情報が、オプ
ション部５ａにおける内部記憶部５１ａに保存された管理ファイル５４ａに登録される。
【００９６】
　また、超音波診断装置１００ｂに必須の記憶媒体９Ｃ、超音波診断装置１００に必須の
記憶媒体９Ａ、及び超音波診断装置１００ａに必須の記憶媒体９Ｂのオプション情報と同
じ情報が記録された記憶メディアを用いてオプションの登録操作を行うことにより、各記
憶媒体９Ａ，９Ｂ，９Ｃのオプション情報が、オプション部５ｂにおける内部記憶部５１
ｂに保存された管理ファイル５４ｂに登録される。
【００９７】
　登録した後、オプション部５ａ，５ｂの格納部５２１ａ，５２１ｂに必須の記憶媒体９
Ａ，９Ｂ，９Ｃ及び記憶媒体９Ｃを格納して夫々インストール操作を行うことにより、超
音波診断装置１００ａではオプション８Ａ，８Ｂ，８Ｃが有効になり、超音波診断装置１
００ｂにオプション８Ｃが有効になる。そして、管理ファイル表示操作を行うことにより
、超音波診断装置１００ａの表示部に記憶媒体９Ａ，９Ｂ，９Ｃのオプション情報が有効
であることが記録された図９に示す管理ファイル５４ａが表示される。また、超音波診断
装置１００ｂの表示部に記憶媒体９Ｃのオプション情報が有効であり、記憶媒体９Ａ，９
Ｂのオプション情報が無効であることが記録された図９に示す管理ファイル５４ｂが表示
される。
【００９８】
　次に、インストールされたオプションにおける変更の操作の手順、並びにこの操作に応
じた超音波診断装置１００の動作を説明する。  
　医療施設ＨＰでは、次の検査で例えば超音波診断装置１００にオプション８Ｂが必要に
なり、オプション８Ａが不必要になる。また、超音波診断装置１１０ｂにオプション８Ａ
が必要になり、超音波診断装置１００ａにオプション８Ｂが不必要になる。
【００９９】
　この場合、図５の第９の組合せに従って、超音波診断装置１００ａの記憶媒体９Ｂを超
音波診断装置１００へ移し、超音波診断装置１００の記憶媒体９Ａを超音波診断装置１０
０ｂに移す。これにより、超音波診断装置１００ではオプション８Ｂ，８Ｃの使用が可能
となり、超音波診断装置１１０ｂではオプション８Ａ，８Ｃの使用が可能となる。
【０１００】
　図１０は、オプションにおける変更の操作に応じた超音波診断装置１００の動作を示し
たフローチャートである。操作者が容器５２８から記憶媒体９Ａを取り出すと共に、超音
波診断装置１００ａから取り出した記憶媒体９Ｂを入れて容器５２８に入れて閉じること
により、超音波診断装置１００は動作を開始する（ステップＳ２１）。
【０１０１】
　検出部５２５は、容器５２８の開閉状態を検出して、その検出信号及びをシステム制御
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部７及び読み取り部５２２に出力する。システム制御部７は、検出部５２５からの検出信
号に基づいて開閉時刻を保存する。
【０１０２】
　ｍ回目（ｍ≧２）のインストール操作が行われると、システム制御部７は、検出部５２
５から出力される検出信号に基づいてオプション部５を制御する。そして、検出部５２５
からの検出信号が閉検出信号である場合（ステップＳ２２のはい）、ステップＳ２３へ移
行する。また、検出部５２５からの検出信号が開検出信号である場合（ステップＳ２２の
いいえ）、読み取り部５２２は読み取りを停止すると共に表示部４及び出力部５２７はイ
ンストールの停止情報を出力する（ステップＳ２４）。その後、ステップＳ２２へ戻る。
【０１０３】
　ステップＳ２２の「はい」の後に、システム制御部７はインストール操作の時刻を保存
し、インストールを行うか否かを判定する。そして、保存した最新の開閉時刻が（ｍ－１
）回目（ｍ≧２）のインストール操作の時刻とｍ回目のインストール操作の時刻の範囲内
である場合（ステップ２３のはい）、（ｍ－１）回目のインストール操作の後に格納部５
２１の記憶媒体が変更されている可能性があると判断する。そして、読み取り部５２２は
格納部５２１に格納されている記憶媒体のオプション情報を読み取って判定部５２３に出
力する（ステップＳ２５）。
【０１０４】
　また、開閉時刻が（ｍ－１）回目のインストール操作の時刻よりも以前である場合（ス
テップＳ２３のいいえ）、（ｍ－１）回目のインストール操作のときに格納部５２１に格
納されていた記憶媒体が引き続き格納されていると判断してステップＳ３３へ移行する。
【０１０５】
　判定部５２３は、内部記憶部５１の管理ファイル５４に基づいて、読み取り部５２２か
ら出力されたオプション情報及び読み取り部５２２で読み取り不可能なオプション情報を
判定する。そして、読み取り部５２２からのオプション情報が管理ファイル５４に登録さ
れたすべてのオプション情報に不一致である場合（ステップＳ２６のはい）、読み取り部
５２２からのオプション情報を未登録であると判定し、そのオプション情報の未登録情報
をシステム制御部７に出力する。システム制御部７は、判定部５２３からの未登録情報を
表示部４や出力部５２７に出力する（ステップＳ２７）。その後、ステップＳ３３へ移行
する。
【０１０６】
　また、読み取り部５２２からのオプション情報、又は読み取り部５２２で読み取り不可
能であるオプション情報が管理ファイル５４に登録されたオプション情報の内のいずれか
に一致する場合（ステップＳ２６のいいえ）、ステップＳ２８へ移行する。
【０１０７】
　ステップＳ２６の「いいえ」の後に、読み取り部５２２からのオプション情報が管理フ
ァイル５４に無効であると記録されたオプション情報の内のいずれかに一致する場合（ス
テップＳ２８のはい）、読み取り部５２２からのオプション情報が有効であることを管理
ファイル５４に記録すると共にそのオプション情報をオプション設定部５２４に出力する
（ステップＳ２９）。
【０１０８】
　また、読み取り部５２２で読み取りが不可能であるオプション情報が管理ファイル５４
に有効であると記録されたオプション情報の内のいずれかに一致する場合（ステップＳ２
８のいいえ）、管理ファイル５４に有効であると記録され、読み取り部５２２で読み取り
が不可能であるオプション情報が無効であることを管理ファイル５４に記録すると共にそ
の無効になったオプションの無効情報をオプション設定部５２４に出力する（ステップＳ
３０）。
【０１０９】
　一方、読み取り部５２２からのオプション情報が管理ファイル５４に有効であると記録
されたオプション情報の内のいずれかに一致する場合、又は読み取り部５２２で読み取り
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が不可能であるオプション情報が管理ファイル５４に無効であると記録されたオプション
情報の内のいずれかに一致する場合、一致するオプション情報のオプションのインストー
ル及びアンインストールを不必要と判定し、ステップＳ３３へ移行する。
【０１１０】
　ステップＳ２９の後に、オプション設定部５２４は、判定部５２３から出力されたオプ
ション情報に対応するオプションをインストールする（ステップＳ３１）。
【０１１１】
　ステップＳ３０の後に、オプション設定部５２４は、判定部５２３から出力されたオプ
ション無効情報に対応するオプションをアンインストールする（ステップＳ３２）。
【０１１２】
　ステップＳ２３の「いいえ」、又はステップＳ２７、又はステップＳ３１、又はステッ
プＳ３２の後に、システム制御部７がオプション部５の動作を停止させることにより、超
音波診断装置１００は、動作を終了する（ステップＳ３３）。
【０１１３】
　このように、必要とするオプションの記憶媒体９Ｂを超音波診断装置１００ａから取り
出して格納してインストール操作を行うことにより、そのオプションをインストールする
と共にそのオプション情報が有効であることを管理ファイル５４に記録することができる
。また、不必要となったオプションの記憶媒体９Ａを取り出してインストール操作を行う
ことにより、そのオプションをアンインストールすると共にそのオプション情報が無効で
あることを管理ファイル５４に記録することができる。
【０１１４】
　これにより、据付け作業者による作業を必要とせず、簡単に迅速に必要なオプションの
変更を行うことができる。
【０１１５】
　オプションの変更後、変更したオプションを確認するために読み取りスイッチ５２６の
操作が行われると、読み取り部５２２は格納部５２１内に格納されている記憶媒体のオプ
ション情報を読み取って出力部５２７のモニタに表示出力する。
【０１１６】
　また、操作部６から管理ファイル表示操作が行われると、表示部４に管理ファイル５４
が表示される。
【０１１７】
　図１１は、オプションの変更後に表示部４に表示される管理ファイル５４の画面の一例
を示した図である。この画面４３に表示された管理ファイル５４には、「登録オプション
」の欄の記憶媒体９Ｂ，９Ｃのオプション情報が登録されたダイアログボックス５５Ｂ，
５５Ｃに対応する「有効」の欄のダイアログボックス５６Ｂ，５６Ｃ内にそのオプション
情報が有効であることを表す「レ」が表示される。
【０１１８】
　また、「登録オプション」の欄の記憶媒体９Ａのオプション情報が登録されたダイアロ
グボックス５５Ａに対応する「無効」の欄のダイアログボックス５７Ａ内にそのオプショ
ン情報が無効であることを表す「レ」が表示される。
【０１１９】
　更に、「登録オプション」の欄のオプション情報が登録されていないダイアログボック
ス５５Ｄ乃至５５Ｎに対応する「有効」及び「無効」の欄のダイアログボックス５６Ｃ乃
至５６Ｎ及びダイアログボックス５７Ｄ乃至５７Ｎ内は空白になっている。
【０１２０】
　このように、読み取りスイッチ５２６の操作により、出力部５２７のモニタにオプショ
ン情報を表示させて有効になったオプション情報を確認することができる。また、管理フ
ァイル５４を表示部４に表示させることにより、変更したオプション情報が有効であるか
否かを確認することができる。これにより、オプションの管理を容易に行うことができる
。
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【０１２１】
　なお、超音波診断装置１００の記憶媒体９Ａを超音波診断装置１００ｂの格納部５２１
ｂへ格納し、超音波診断装置１００ａの格納部５２１ａから記憶媒体９Ｂを取り出した後
、夫々インストール操作を行う。そして、夫々管理ファイル表示操作を行うことにより、
図１２に示すように、超音波診断装置１００ａの表示部に記憶媒体９Ａ，９Ｃのオプショ
ン情報が有効であり、記憶媒体９Ｂのオプション情報が無効であることが記録された図１
２に示す管理ファイル５４ａが表示される。また、超音波診断装置１００ｂの表示部に記
憶媒体９Ａ，９Ｃのオプション情報が有効であり、記憶媒体９Ｂのオプション情報が無効
であることが記録された図１２に示す管理ファイル５４ｂが表示される。
【０１２２】
　以上述べた本発明の実施例によれば、管理ファイル５４に必須及び使用する可能性があ
るオプション８Ａ，８Ｂ，８Ｃに対応する無線交信が可能な記憶媒体９Ａ，９Ｂ，９Ｃに
記録されたオプション情報を登録し、登録したオプション情報の内のいずれかに一致する
オプション情報の記憶媒体を格納してインストール操作を行うことにより、その記憶媒体
に対応するオプションを有効にすることができる。また、不必要であるオプションの記憶
媒体を取り出してインストール操作を行うことにより、そのオプションを無効にすること
ができる。
【０１２３】
　これにより、取り扱いが容易で、一連の手順を知らなくとも簡単な操作で各オプション
８Ａ乃至８Ｎのインストールやアンインストールが可能となり、据付け作業者及び操作者
の作業の負担を軽減することができる。
【０１２４】
　また、読み取りスイッチ５２６の操作により有効にしたオプションのオプション情報を
出力部５２７のモニタに表示させて容易に確認することができる。また、有効にしたオプ
ションのオプション情報が有効であることや無効にしたオプションのオプション情報が無
効であることを管理ファイル５４に記録し、記録した管理ファイル５４を表示部４に表示
させることにより、有効及び無効にしたオプションを確認することができる。これにより
、オプションの管理を容易に行うことができる。
【０１２５】
　更に、医療施設ＨＰでは、各装置の管理ファイルに基づいて、オプションが必要になっ
た装置に、そのオプションを必要としていない装置から取り出した記憶媒体を移してその
オプションを有効にすることができる。これにより、医療施設ＨＰの必須のオプション８
Ａ，８Ｂ，８Ｃをすべての超音波診断装置１００，１００ａ，１００ｂにインストールす
る必要がなく、超音波診断装置１００，１００ａ，１００ｂに対する設備投資を低減して
効率よく運用することができる。
【０１２６】
　なお、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、例えばオプション情報が記録さ
れたＣＤ及びＤＶＤ等の光ディスク、ＵＳＢフラッシュメモリ等の記憶メディアから読み
出し可能なリーダを設け、このリーダにより前記記憶メディアからオプション情報を読み
出し、管理ファイル５４に基づいて読み出したオプション情報読み出し不可能であるオプ
ション情報の有効又は無効を管理ファイル５４に記録すると共に、記録したオプション情
報のオプションを有効又は無効にするように実施してもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１２７】
【図１】本発明の実施例に係る超音波診断装置の構成を示すブロック図。
【図２】本発明の実施例に係る格納部の構成及び配置の一例を示す図。
【図３】本発明の実施例に係る医療施設に設置される３台の超音波診断装置の構成を示す
図。
【図４】本発明の実施例に係る医療施設の３台の超音波診断装置で同時に使用可能なオプ
ションの組合せを示す図。
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【図５】本発明の実施例に係る医療施設ＨＰの複数の超音波診断装置で同時に使用可能な
オプションの組合せを示す図。
【図６】本発明の実施例に係るオプションの登録及び１回目のインストールの操作に応じ
た超音波診断装置１００の動作を示すフローチャート。
【図７】本発明の実施例に係るオプションの登録後に表示部に表示される管理ファイルの
画面の一例を示す図。
【図８】本発明の実施例に係るオプションのインストール後に表示部に表示される管理フ
ァイルの画面の一例を示す図。
【図９】本発明の実施例に係るオプションのインストール後に有効及び無効が記録された
超音波診断装置の管理ファイルの一例を示す図
【図１０】本発明の実施例に係るオプションにおける変更の操作に応じた超音波診断装置
の動作を示すフローチャート。
【図１１】本発明の実施例に係るオプションの変更後に表示部に表示される管理ファイル
の画面の一例を示す図。
【図１２】本発明の実施例に係るオプションの変更後に有効及び無効が記録された超音波
診断装置の管理ファイルの一例を示す図
【符号の説明】
【０１２８】
Ｐ　被検体
１　超音波プローブ
２　送受信部
３　画像処理部
４　表示部
５　オプション部
６　操作部
７　システム制御部
８，８Ａ乃至８Ｎ　オプション
９，９Ａ乃至９Ｎ　記憶媒体
２１　送信部
２２　受信部
３１　Ｂモード処理部
３２　ドプラモード処理部
３３　画像データ生成部
５１　内部記憶部
５２　オプション管理部
５３　登録部
５４　管理ファイル
６１　タッチスクリーン
１００　超音波診断装置
５２１　格納部
５２２　読み取り部
５２３　判定部
５２４　オプション設定部
５２５　検出部
５２６　読み取りスイッチ
５２７　出力部
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